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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マンホールの左右側壁に夫々接続された既設管路に内蔵された既設配管内のケーブルが
、マンホール内において接続されている既設マンホールにおいて、
　前記既設配管内のケーブルを撤去する工程と、
　前記ケーブルが撤去された既設配管に対応する部分において、前記マンホールの側壁を
マンホール内側からコア抜きする工程と、
　前記コア抜きにより形成されたコア抜き孔に対して、前記マンホール内側から新規配管
を挿入する工程と、
　前記新規配管の端部と前記既設配管の端部とを接続する工程と、
　前記接続された新規配管と既設配管の内部にケーブルを挿通する工程と
を実施することを特徴とするマンホール部の既設配管と新規配管の接続方法。
【請求項２】
　前記コア抜きする工程の前に、
　前記マンホールの上部を掘削してマンホール上面を露出する工程と、
　前記マンホールの上面を穿孔して作業者がマンホール内に出入りできる作業者出入り用
穴を形成する工程を実施し、
　前記コア抜きする工程を、作業者が前記作業者出入り用穴から前記マンホール内に入っ
て行うことを特徴とする請求項１記載のマンホール部の既設配管と新規配管の接続方法。
【請求項３】
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　前記マンホールが複数の首部を有しており、
　前記マンホール上面を露出する工程において、前記マンホールの上部の掘削を前記複数
の首部の間においてのみ行い、
　前記作業者出入り用穴を形成する工程において、前記複数の首部の間であって且つ前記
マンホール幅方向中心より外側にて、前記マンホールの上面を穿孔して作業者出入り用穴
を形成することを特徴とする請求項２記載のマンホール部の既設配管と新規配管の接続方
法。
【請求項４】
　前記作業者出入り用穴を、コア抜きによって前記生コンクリート注入用孔と同径の穴を
複数個繋げることにより形成することを特徴とする請求項２又は３記載のマンホール部の
既設配管と新規配管の接続方法。
【請求項５】
　前記マンホールが複数の首部を有しており、
　前記マンホール上面を露出する工程の後に、前記複数の首部の間において前記マンホー
ルの上面を穿孔して生コンクリート注入用孔を形成する工程を実施し、
　前記新規配管の端部と前記既設配管の端部とを接続する工程の後に、前記首部及び前記
生コンクリート注入用孔から前記マンホール内に生コンクリートを注入して、前記新規配
管の周囲で固化させる工程を実施することを特徴とする請求項２又は３記載のマンホール
部の既設配管と新規配管の接続方法。
【請求項６】
　前記新規配管の端部と前記既設配管の端部とを接続する工程において、
　前記コア抜き孔に靱性モルタルを充填することにより、前記新規配管を前記マンホール
側壁及び前記既設配管に対して固定することを特徴とする請求項１乃至５いずれかに記載
のマンホール部の既設配管と新規配管の接続方法。
【請求項７】
　前記マンホール内に生コンクリートを注入して固化させる工程の後、
　固化したコンクリートの上方及び側方に砕石を充填する工程と、
　前記マンホールの首部を撤去してマンホールの上部を埋め戻す工程を実施することを特
徴とする請求項５記載のマンホール部の既設配管と新規配管の接続方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マンホールの左右側壁に夫々接続された既設管路に内蔵された既設配管に挿
通されたケーブルがマンホール内にて接続されている既設マンホールを撤去（埋設）する
作業において利用されるマンホール部の既設配管と新規配管の接続方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　都市部等においては、地中に埋設されたコンクリート製の管路内に電力ケーブルが敷設
されているが、ケーブルの長さや強度、ケーブル敷設時に使用するウインチの能力（牽引
力）に制限があることから、一定距離毎にマンホールを設置して、マンホール内において
接続箱を介して電力ケーブルを接続している（例えば、下記特許文献１参照）。
【０００３】
　しかし、近年、製造技術の向上により高強度で長いケーブルを製造することが可能にな
ったことや、ウインチの能力（牽引力）が向上したこともあり、既設のマンホールを撤去
（埋設）してマンホール同士の間隔を広くする工事が行われるようになってきた。
【０００４】
　図９～図１３は従来の工法を示す概略図である。
　図９は施工前の状態（初期状態）を示す図であり、（ｂ）図は（ａ）図の円内拡大図で
ある。
　施工前においては、コンクリート製マンホール（Ａ）の左右の側壁に夫々コンクリート
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製の既設管路（Ｂ）が接続され、各既設管路（Ｂ）には既設配管（Ｃ）が内蔵されている
。既設配管（Ｃ）には電力ケーブル等のケーブル（Ｄ）が挿通されている。そして、左右
の配管（Ｃ）に挿通されたケーブル（Ｄ）の端部同士が、マンホール（Ａ）内において接
続箱（Ｅ）を介して接続されている。
【０００５】
　従来の工法では、先ず、図１０に示すように、マンホール（Ａ）の左右両端部において
地面を掘削し、マンホール（Ａ）の左右の側壁の外面及び左右の側壁に接続された既設管
路（Ｂ）の端部（マンホールとの接続端部）を露出させる。図１０において掘削孔（Ｋ）
を二点鎖線で表している。掘削孔（Ｋ）の水平方向長さはマンホール（Ａ）との接続部か
ら約４ｍ程度、深さは少なくとも既設管路（Ｂ）の底部が露出する深さとされる。
　次に、掘削孔（Ｋ）に作業者が入り、掘削により露出した部分の既設管路（Ｂ）及びマ
ンホール（Ａ）の左右側壁のコンクリートをはつり除去する。マンホール（Ａ）の側壁を
はつることにより、作業者がマンホール（Ａ）内に入るための穴を形成する。また、既設
管路（Ｂ）のコンクリートをはつることにより、既設管路（Ｂ）内の配管（Ｃ）の端部（
マンホールとの接続端部）を露出させる。
【０００６】
　次に、図１１に示すように、はつりにより露出した既設管路（Ｂ）内の配管（Ｃ）の端
部と新規配管（Ｌ）の端部とを接続する。尚、図１１の（ｂ）図は（ａ）図のＩ－Ｉ線断
面図、（ｃ）図は（ａ）図の円内拡大図である。
　既設管路（Ｂ）内の配管（Ｃ）の端部と新規配管（Ｌ）の端部の接続に際しては、モル
タル（Ｐ）により両者を固定した後、掘削孔（Ｋ）及びマンホールの首部（Ｆ）から生コ
ンクリートを型枠（図示せず）に流し込む（矢印参照）。これにより、既設管路（Ｂ）内
の配管（Ｃ）と新規配管（Ｌ）の接続部がコンクリートで被覆され、既設管路（Ｂ）内の
配管（Ｃ）と新規配管（Ｌ）とが接続される。同時に新規配管（Ｌ）の周囲がコンクリー
トで被覆された新規管路（Ｍ）が形成される。尚、図中の（Ｎ）は新規配管（Ｌ）同士を
接続する継手、（Ｑ）は配管（Ｃ）及び新規配管（Ｌ）内に挿通されるケーブルである。
　新規管路（Ｍ）の下方には、新規管路（Ｍ）を支持するための砕石（Ｇ）及び基礎コン
クリート（Ｈ）が設けられる。
【０００７】
　続いて、図１２に示すように、掘削孔（Ｋ）をマンホール（Ａ）の上部にまで拡張した
後、マンホール（Ａ）の内部において新規管路（Ｍ）の側部及び上部に砕石（Ｇ）を充填
する、尚、図１２の（ｂ）図は（ａ）図のＩ－Ｉ線断面図である。
　最後に、図１３に示すように、マンホール（Ａ）の首部（Ｆ）を撤去し、撤去により生
じた穴をコンクリート（Ｒ）により塞いで、掘削孔を埋め戻すことにより、工事が完了す
る。
【０００８】
　しかしながら、上記した従来の工法には多くの問題点があった。
　先ず、マンホール（Ａ）の側壁及び既設管路（Ｂ）のコンクリートをはつって、既設管
路（Ｂ）内の配管（Ｃ）の端部と新規管路（Ｍ）の配管（Ｌ）の端部を接続する作業は、
コンクリートのはつりや接続部の整形に熟練を要するため、経験が浅い作業者が行うこと
は困難である。また、作業に長時間を要するため、全体の作業時間が長くなってしまう。
　更に、モルタル（Ｐ）により既設管路（Ｂ）内の配管（Ｃ）の端部と新規管路（Ｍ）の
配管（Ｌ）の端部とを固定しているため、接続部の固定強度が充分に得られない虞がある
。
　また、マンホール（Ａ）の左右両端部において地面を掘削する作業が必要であるため、
作業時間が長くなる。加えて、マンホール（Ａ）の近傍に別の管路（例えばガス管や水道
管）が敷設されている場合があり、このような場合には、掘削により別の管路を損傷して
しまう虞がある。
　更に、新規管路（Ｍ）がマンホール（Ａ）内に築造されると、作業者がマンホール（Ａ
）の首部（Ｆ）から出入りすることが困難となり、作業性が低下する。
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　また、新規管路（Ｍ）を形成するための生コンクリートをマンホールの首部（Ｆ）から
注入するが、首部（Ｆ）同士の間隔は約４ｍと広いため、生コンクリートをマンホール（
Ａ）内において水平方向（管路長さ方向）に流す作業が必要となり、材料分離が生じて固
定強度が充分に得られない虞があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００６－２６２６６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、上記した従来技術の問題点を解決すべくなされたものであって、マンホール
の左右側壁に夫々接続された既設管路に内蔵された既設配管の間を新規配管により接続す
る方法において、作業に熟練を要することなく、作業時間を短縮することができ、作業性
を向上させることが可能であるとともに、既設配管の端部と新規管路の配管の端部の接続
強度を高めることができる方法を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　請求項１に係る発明は、マンホールの左右側壁に夫々接続された既設管路に内蔵された
既設配管内のケーブルが、マンホール内において接続されている既設マンホールにおいて
、前記既設配管内のケーブルを撤去する工程と、前記ケーブルが撤去された既設配管に対
応する部分において、前記マンホールの側壁をマンホール内側からコア抜きする工程と、
前記コア抜きにより形成されたコア抜き孔に対して、前記マンホール内側から新規配管を
挿入する工程と、前記新規配管の端部と前記既設配管の端部とを接続する工程と、前記接
続された新規配管と既設配管の内部にケーブルを挿通する工程とを実施することを特徴と
するマンホール部の既設配管と新規配管の接続方法に関する。
【００１２】
　請求項２に係る発明は、前記コア抜きする工程の前に、前記マンホールの上部を掘削し
てマンホール上面を露出する工程と、前記マンホールの上面を穿孔して作業者がマンホー
ル内に出入りできる作業者出入り用穴を形成する工程を実施し、前記コア抜きする工程を
、作業者が前記作業者出入り用穴から前記マンホール内に入って行うことを特徴とする請
求項１記載のマンホール部の既設配管と新規配管の接続方法に関する。
【００１３】
　請求項３に係る発明は、前記マンホールが複数の首部を有しており、前記マンホール上
面を露出する工程において、前記マンホールの上部の掘削を前記複数の首部の間において
のみ行い、前記作業者出入り用穴を形成する工程において、前記複数の首部の間であって
且つ前記マンホール幅方向中心より外側にて、前記マンホールの上面を穿孔して作業者出
入り用穴を形成することを特徴とする請求項２記載のマンホール部の既設配管と新規配管
の接続方法に関する。
【００１４】
　請求項４に係る発明は、前記作業者出入り用穴を、コア抜きによって前記生コンクリー
ト注入用孔と同径の穴を複数個繋げることにより形成することを特徴とする請求項２又は
３記載のマンホール部の既設配管と新規配管の接続方法に関する。
【００１５】
　請求項５に係る発明は、前記マンホールが複数の首部を有しており、前記マンホール上
面を露出する工程の後に、前記複数の首部の間において前記マンホールの上面を穿孔して
生コンクリート注入用孔を形成する工程を実施し、前記新規配管の端部と前記既設配管の
端部とを接続する工程の後に、前記首部及び前記生コンクリート注入用孔から前記マンホ
ール内に生コンクリートを注入して、前記新規配管の周囲で固化させる工程を実施するこ
とを特徴とする請求項２又は３記載のマンホール部の既設配管と新規配管の接続方法に関
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する。
【００１６】
　請求項６に係る発明は、前記新規配管の端部と前記既設配管の端部とを接続する工程に
おいて、前記コア抜き孔に靱性モルタルを充填することにより、前記新規配管を前記マン
ホール側壁及び前記既設配管に対して固定することを特徴とする請求項１乃至５いずれか
に記載のマンホール部の既設配管と新規配管の接続方法に関する。
【００１７】
　請求項７に係る発明は、前記マンホール内に生コンクリートを注入して固化させる工程
の後、固化したコンクリートの上方及び側方に砕石を充填する工程と、前記マンホールの
首部を撤去してマンホールの上部を埋め戻す工程を実施することを特徴とする請求項５記
載のマンホール部の既設配管と新規配管の接続方法に関する。
【発明の効果】
【００１８】
　請求項１に係る発明によれば、ケーブルが撤去された既設配管に対応する部分において
マンホールの側壁をマンホール内側からコア抜し、コア抜きにより形成されたコア抜き孔
に対してマンホール内側から新規配管を挿入し、新規配管の端部と既設配管の端部とを接
続することから、マンホールの側壁及び既設管路のコンクリートのはつりや接続部の整形
等の熟練を要する作業を省くことができ、非熟練者であっても短時間で容易に接続作業を
行うことが可能となる。
　また、マンホールの左右両端部において地面を掘削する作業が不要となるため、作業時
間を短縮することができる。更に、マンホールの近傍にガス管や水道管等の別の配管が敷
設されている場合においても、別の配管を掘削により損傷してしまう虞が無く、安全に作
業を行うことができる。
【００１９】
　請求項２に係る発明によれば、マンホールの上面を穿孔して作業者がマンホール内に出
入りできる作業者出入り用穴を形成するため、作業者が作業者出入り用穴からマンホール
内に出入りして作業を行うことができ作業性が向上する。また、作業者が作業者出入り用
穴からマンホール内に入ってコア抜きを行うことにより、コア抜き作業を容易に且つ正確
に行うことができる。
【００２０】
　請求項３に係る発明によれば、マンホールの上部の掘削を複数の首部の間においてのみ
行うことから、作業者出入り用穴を形成するための掘削量を少なくすることができて作業
効率が向上する。また、作業者出入り用穴がマンホールの幅方向中心より外側に形成され
るため、新規管路がマンホール内に築造された状態でも、作業者がマンホール内に容易に
出入りすることが可能であり、作業性が非常に優れたものとなる。
【００２１】
　請求項４に係る発明によれば、作業者出入り用穴を、コア抜きによって生コンクリート
注入用孔と同径の穴を複数個繋げることにより形成することから、作業者出入り用穴の形
成と生コンクリート注入用孔の形成を同じコア抜き装置を使用して行うことができ、作業
効率を高めることが可能となる。
【００２２】
　請求項５に係る発明によれば、マンホールの複数の首部の間においてマンホールの上面
を穿孔して生コンクリート注入用孔を形成し、新規配管の端部と既設配管の端部とを接続
した後、首部及び生コンクリート注入用孔からマンホール内に生コンクリートを注入して
固化させることから、首部同士の間隔より狭い間隔で生コンクリートをマンホールに注入
することができる。そのため、マンホール内においてコンクリートを水平方向（管路長さ
方向）に流す作業が不要となり、材料分離が生じることがなく、充分な固定強度を得るこ
とができる。
【００２３】
　請求項６に係る発明によれば、コア抜き孔に靱性モルタルを充填することにより、新規
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配管をマンホール側壁及び既設配管に対して固定することから、新規配管をマンホール側
壁及び既設配管に対して強固に固定することができ、しかも固定部分においてひび割れが
生じにくい。
【００２４】
　請求項７に係る発明によれば、マンホール内に生コンクリートを注入して固化させた後
、固化したコンクリートの上方及び側方に砕石を充填し、その後、マンホールの首部を撤
去してマンホールの上部を埋め戻すことから、施工後においてマンホールを安全な形態に
て完全に地下に埋没した状態とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明に係る方法の施工前の状態（初期状態）を示す図であって、（ａ）は概略
断面図、（ｂ）は（ａ）図の円内拡大図である。
【図２】本発明に係る方法の第一段階を示す図であって、（ａ）は概略断面図、（ｂ）は
マンホール及び既設管路の平面図である。
【図３】本発明に係る方法の第二段階を示す図であって、（ａ）は概略断面図、（ｂ）は
（ａ）図の円内拡大図である。
【図４】本発明に係る方法の第三段階を示す図であって、（ａ）は概略断面図、（ｂ）は
（ａ）図の円内拡大図である。
【図５】本発明に係る方法の第四段階を示す図であって、（ａ）は概略断面図、（ｂ）は
マンホール及び既設管路の平面図、（ｃ）は（ａ）図のＩ－Ｉ線断面図である。
【図６】本発明に係る方法の第四段階の第八工程の終了時の状態を示す図であって、（ａ
）は概略断面図、（ｂ）は（ａ）図のＩ－Ｉ線断面図である。
【図７】本発明に係る方法の第五段階を示す図であって、（ａ）は概略断面図、（ｂ）は
（ａ）図のＩ－Ｉ線断面図である。
【図８】本発明に係る方法の第六段階を示す図であって、（ａ）は概略断面図、（ｂ）は
（ａ）図のＩ－Ｉ線断面図である。
【図９】従来の工法を示す概略図である。
【図１０】従来の工法を示す概略図である。
【図１１】従来の工法を示す概略図である。
【図１２】従来の工法を示す概略図である。
【図１３】従来の工法を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本発明に係るマンホール部の既設配管と新規配管の接続方法の好適な実施形態に
ついて、図面を参照しながら説明する。
　図１は本発明に係る方法の施工前の状態（初期状態）を示す図であって、（ａ）は概略
断面図、（ｂ）は（ａ）図の円内拡大図である。
　施工前においては、コンクリート製のマンホール（１）の左右の側壁に夫々コンクリー
ト製の既設管路（２）が接続され、各既設管路（２）には複数本の金属製又は樹脂製の既
設配管（３）が内蔵されている。既設配管（３）の内部には電力ケーブル等のケーブル（
４）が挿通されている。左右の既設配管（３）に挿通されたケーブル（４）の端部同士は
、マンホール（１）内において接続箱（５）を介して接続されている。
【００２７】
　図２は本発明に係る方法の第一段階を示す図であって、（ａ）は概略断面図、（ｂ）は
マンホール（１）及び既設管路（２）の平面図である。尚、（ａ）図のマンホール（１）
及び既設管路（２）は（ｂ）図のＡ－Ａ線断面で表している。
　第一段階では、マンホール（１）の上部を掘削してマンホール上面を露出する工程（第
一工程）と、マンホール（１）の上面を穿孔して作業者がマンホール（１）内に出入りす
るための作業者出入り用穴（６）を形成する工程（第二工程）を実施する。図２において
、（７）は第一工程において形成される掘削孔を示している。
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【００２８】
　マンホール（１）は複数（図示例では２つ）の首部（８）を有している。
　上記第一工程において、マンホール（１）の上部の掘削は、マンホール（１）の上部全
体に亘って行うのではなく、複数の首部（８）の間においてのみ行う。これにより、掘削
量を削減して作業効率を向上させることができる。
　上記第二工程においては、複数の首部（８）の間であって且つマンホール（１）の幅方
向中心より外側にて、マンホール（１）の上面を穿孔して作業者出入り用穴（６）を形成
する。尚、マンホール（１）の幅方向中心とは、複数の首部（８）の中心同士を結ぶ直線
上の位置である。
　作業者出入り用穴（６）は複数の首部（８）の中心同士を結ぶ直線上から外れた位置に
ある（図２（ｂ）参照）。このように、作業者出入り用穴（６）をマンホール（１）の幅
方向中心より外側に形成することにより、後述する新規管路がマンホール内に築造された
状態でも、作業者がマンホール内に容易に出入りすることが可能となり、作業性が非常に
向上する。
【００２９】
　上記第二工程において、複数の首部（６）の間においてマンホール（１）の上面を穿孔
して生コンクリート注入用孔（９）を形成する工程を合わせて実施する。
　生コンクリート注入用孔（９）の形成は、複数の首部（８）の間であって且つマンホー
ル（１）の幅方向中心にて、マンホール（１）の上面をコア抜きすることにより行う。
　生コンクリート注入用孔（９）の数は、１つでもよいが複数個（図示例では２個）とす
ることが好ましい。複数個設ける場合には、図２（ｂ）に示すように、複数の首部（８）
の中心同士を結ぶ直線上に並べて設けることが好ましい。
【００３０】
　作業者出入り用穴（６）は、図２（ｂ）に示すように、コア抜きによって生コンクリー
ト注入用孔（９）と同径の穴を複数個繋げることにより形成することが好ましい。
　このようにすると、作業者出入り用穴（６）の形成と生コンクリート注入用孔（９）の
形成を同じコア抜き装置を使用して連続して行うことができるため、作業効率を高めるこ
とが可能となる。また、作業者出入り用穴（６）及び生コンクリート注入用孔（９）の直
径を、後述する第四工程にて形成されるコア抜き孔（１０）と同じとすると、コア抜き孔
（１０）の形成も同じコア抜き装置を使用して行うことができるため、より好ましい。
【００３１】
　図３は本発明に係る方法の第二段階を示す図であって、（ａ）は概略断面図、（ｂ）は
（ａ）図の円内拡大図である。
　第二段階では、作業者出入り用穴（６）から作業者がマンホール（１）内に入り、既設
配管（２）内のケーブル（４）を撤去する工程（第三工程）と、マンホール（１）の側壁
の既設管路（２）が接続された部分をマンホール内側からコア抜きする工程（第四工程）
を実施する。
【００３２】
　上記第四工程のコア抜き作業においては、図３（ｂ）に示すように、マンホール（１）
の側壁に接続された既設管路（２）に内蔵された既設配管（３）に対応する部分に、夫々
コア抜き孔（１０）を形成する。従って、例えば、既設管路（２）に内蔵された既設配管
（３）が９本ある場合には、コア抜き孔（１０）は９個形成される。
　コア抜き孔（１０）は、マンホール（１）の側壁を貫通し、該側壁に接続された既設管
路（２）と該管路に内蔵された既設配管（３）の端部（マンホールとの接続端部）を所定
長さ（Ｌ）だけ除去するように形成される。所定長さ（Ｌ）は、後述する新規配管の端部
を固定するために充分な長さに設定され、例えば１００～２００ｍｍ程度に設定される。
　コア抜き孔（１０）の直径は、既設配管（３）の直径よりも一回り大きく設定される。
【００３３】
　図４は本発明に係る方法の第三段階を示す図であって、（ａ）は概略断面図、（ｂ）は
（ａ）図の円内拡大図である。
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　第三段階では、コア抜き孔（１０）にマンホール内側から金属製又は樹脂製の新規配管
（１１）を挿入する工程（第五工程）と、挿入された新規配管（１１）の端部と既設配管
（３）の端部とを接続する工程（第六工程）と、接続された新規配管（１１）と既設配管
（３）の内部にケーブル（４）を挿通する工程（第七工程）を実施する。
【００３４】
　上記第五工程では、短尺の新規配管（１１）をその端部が既設配管（３）の端部に当接
するまでコア抜き孔（１０）に挿入し、上記第六工程では、コア抜き孔（１０）に靱性モ
ルタル（１２）を充填する。
　靱性モルタル（１２）の充填作業の際には、予めマンホール（１）の側壁（内壁）に新
規配管（１１）を囲う方形状の型枠（１３）を設置し、靱性モルタル（１２）をコア抜き
孔（１０）に充填するとともに型枠（１３）内にも充填する。
　型枠（１３）内に充填された靱性モルタル（１２）は、新規配管（１１）を囲うように
マンホール（１）の側壁（内壁）に付着して固化する。
　これにより、新規配管（１１）は、靱性モルタル（１２）によって既設配管（３）及び
マンホール（１）の側壁に対して強固に固定される。また、固定部分においてひび割れが
生じにくくなる。
【００３５】
　このようにして短尺の新規配管（１１）を既設配管（３）に接続した後、この新規配管
（１１）の端部に継手（１４）を介して新たな短尺の新規配管（１１）を接続する。これ
を繰り返すことにより、マンホール（１）の左右側壁に接続されている既設管路（２）内
の既設配管（３）の間を新規配管（１１）により接続する（図４（ａ）参照）。
【００３６】
　上記第七工程では、接続された新規配管（１１）と既設配管（３）の内部にケーブル（
４）を挿通する。
【００３７】
　図５は本発明に係る方法の第四段階を示す図であって、（ａ）は概略断面図、（ｂ）は
マンホール（１）及び既設管路（２）の平面図、（ｃ）は（ａ）図のＩ－Ｉ線断面図であ
る。尚、（ａ）図のマンホール（１）及び既設管路（２）は（ｂ）図のＢ－Ｂ線断面で表
している。
　第四段階では、マンホール（１）の首部（８）及び生コンクリート注入用孔（９）から
マンホール（１）内に生コンクリートを注入して固化させる工程（第八工程）を実施する
。尚、図中の矢印は生コンクリートの注入を表している。
【００３８】
　上記第八工程においては、マンホール（１）内において新規配管（１１）を鋼材等から
構成された支持部材（１５）により所定高さ位置に支持し、新規配管（１１）の左右側方
に一対のコンクリート止め板（１７）を設置した後、一対のコンクリート止め板（１７）
の間に生コンクリートを注入して充填して固化させる。
　コンクリート止め板（１７）の高さは、最上部の新規配管（１１）の上端よりも僅かに
高い程度であり、マンホール（１）の内天井までは達しない高さとされる。
【００３９】
　上記第八工程において、首部（８）だけでなく生コンクリート注入用孔（９）からもマ
ンホール内に生コンクリートを注入することから、首部（８）同士の間隔より狭い間隔で
生コンクリートをマンホール（１）に注入することができる。そのため、マンホール内に
おいてコンクリートを水平方向（管路長さ方向）に流す作業が不要となり、材料分離が生
じる虞がなく、充分な固定強度を得ることができる。
【００４０】
　図６は上記第八工程の終了時の状態を示す図であって、（ａ）は概略断面図、（ｂ）は
（ａ）図のＩ－Ｉ線断面図である。
　上記第八工程の終了時においては、新規配管（１１）の周囲がコンクリートで被覆され
た新規管路（１６）が形成された状態となり（図６（ｂ）参照）、この状態からコンクリ
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ート止め板（１７）を取り外す。
【００４１】
　図７は本発明に係る方法の第五段階を示す図であって、（ａ）は概略断面図、（ｂ）は
（ａ）図のＩ－Ｉ線断面図である。
　第五段階では、マンホール（１）内において固化したコンクリートの上方及び側方（即
ち、新規管路（１６）の上方及び側方）に砕石（１８）を充填する工程（第九工程）を実
施する。
【００４２】
　上記第九工程においては、マンホール（１）の首部（８）と生コンクリート注入用孔（
９）と作業者出入り用穴（６）から、マンホール（１）内に砕石（１８）を供給して充填
する。その後、マンホール（１）の首部（８）と生コンクリート注入用孔（９）と作業者
出入り用穴（６）を鉄筋コンクリートで閉塞してから、既に形成されている掘削孔（７）
をマンホール（１）の上部全体に亘って拡張する掘削を行う。
【００４３】
　図８は本発明に係る方法の第六段階を示す図であって、（ａ）は概略断面図、（ｂ）は
（ａ）図のＩ－Ｉ線断面図である。
　第六段階では、マンホール（１）の首部（８）を撤去して、マンホール（１）の上部の
掘削孔（７）を埋め戻す工程（第十工程）を実施する。
【００４４】
　上記第十工程においては、マンホール（１）の首部（８）を撤去し、マンホール（１）
の上部に形成されている掘削孔（７）を埋め戻す。
　これにより施工が完了する。
【００４５】
　施工完了状態では、既設管路（２）と新規管路（１６）が接続され、既設管路（２）内
の既設配管（３）と新規管路（１６）内の新規配管（１１）も接続され、既設配管（３）
から新規配管（１１）に亘ってケーブル（４）が挿通された状態のマンホール（１）が、
地中に完全に埋没した状態となる。
　そのため、定期的にマンホール（１）内に作業員が入ってケーブル（４）や接続箱（５
）のメンテナンスをする必要がなくなる。
【産業上の利用可能性】
【００４６】
　本発明に係るマンホール部の既設配管と新規配管の接続方法は、既設マンホールを撤去
（埋設）してマンホール同士の間隔を広くするための工事において好適に利用することが
できる。
【符号の説明】
【００４７】
１　　　マンホール
２　　　既設管路
３　　　既設配管
４　　　ケーブル
５　　　接続箱
６　　　作業者出入り用穴
７　　　掘削孔
８　　　マンホールの首部
９　　　生コンクリート注入用孔
１０　　コア抜き孔
１１　　新規配管
１２　　靱性モルタル
１３　　型枠
１４　　継手
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１５　　支持部材
１６　　新規管路
１７　　コンクリート止め板
１８　　砕石

【図１】 【図２】
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